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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の趣旨 

わが国の総人口は、平成 22 年の 1 億 2,806 万人をピークに減少過程に入っており、国立

社会保障・人口問題研究所の推計によれば、今後も人口減少の流れは続き、高齢化についても

ますます進行することが想定されています。 

その中で、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22年頃には、生産年齢人口が大きく減少

する一方、高齢者人口はピークを迎えることが見込まれています。さらに、75 歳以上の後期

高齢者人口は、令和７年頃まで急速に増加することが想定され、特に 85歳以上人口について

は、令和 22年には 1,000万人を超えることが想定されています。 

 

間近に迫る令和７年、そして令和 22年にかけての人口規模・構造の変化を背景として、介

護保険制度を含めた社会保障制度全体の安定的・持続的運営が危惧される状況となっており、

高齢者の増加による介護需要等の急増が予測されることから、その対策が大きな課題となって

います。また、高齢者一人暮らし世帯の増加や老々介護（高齢者同士での介護）の増加、認知

症への対応、さらに新型コロナウイルスの流行といった新たな課題も顕在化しています。 

 

このような状況を受け国は、「地域包括ケアシステム」の深化・推進といった、高齢者福祉を

取り巻く様々な課題に対する令和 22 年に向けた中長期的な視点からの対応の検討をはじめ、

地域全体で様々な課題を「我が事・丸ごと」として支え合う「地域共生社会」の実現に向けた

取組を進めているところです。 

 

本町では、高齢者施策の方向性を示す計画として、平成 30年度～令和２年度を計画期間と

する「和束町第８次高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画」を策定するとともに、

この計画を地域包括ケア計画と位置づけ、関連する施策の展開を図ってきたところです。 

本町における高齢化率は、令和２年１月１日時点での 45.7％となっており、全国平均の

27.9％と比べ高い水準で高齢化が進んでいる状況であり、今後も高齢化率の増加とそれに伴

う介護需要の増加が見込まれます。 

 

「和束町第８次高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画」の計画期間が満了するこ

とを受け、今般の介護保険制度等の改正や本町における高齢者をとりまく状況の変化等を踏ま

えつつ、本町に暮らす高齢者が、これからもそれぞれの住み慣れた地域において、自分らしく

安心して暮らしていけるまちづくりをめざし、町民・事業者・行政が協働して高齢者福祉の充

実に取り組んでいくための指針となる計画として、令和３年度～令和５年度を計画期間とする

「和束町第９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画」を策定しました。 
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２ 計画の位置づけと内容 

（１）制度的な位置づけ 

［制度的位置づけ］ 

本計画は、老人福祉法（第 20条の８第 1項）の規定に基づく「市町村老人福祉計画」とし

て位置づけられるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

併せて、介護保険法（第 117条第１項）の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」として

も位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

本町では、高齢者の保健福祉施策の総合的な推進を図るため、両計画を一体的に策定してい

ます。 

 

なお、「高齢者保健福祉計画（老人福祉計画）」は、すべての高齢者を対象とした本町の高齢

者福祉に関する計画であり、「介護保険事業計画」は、介護保険の対象となる要介護認定者等の

人数、介護保険サービス量の見込み等について定めた介護保険事業を運営するための事業計画

であることから、概念的には「介護保険事業計画」は「高齢者保健福祉計画」に包含されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

すべての高齢者を対象とした 

高齢者福祉に関する計画 

介護保険事業を運営するための 

事業計画 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」

という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定

めるものとする。 

 

老人福祉法第 20条の８第 1項 

市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定

めるものとする。 

 

介護保険法第 117条第 1項 
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（２）他計画との関係 

本計画は、国・府の関連する制度・計画等を踏まえるとともに、「和束町第５次総合計画」に

基づき、高齢者福祉に関する計画として策定するものです。 

また、平成 28年度に笠置町・南山城村と連携して策定した地域福祉計画や、福祉の関連分

野における町の個別計画等と整合性のある計画として策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の内容 

［高齢者保健福祉計画］ 

すべての高齢者の健康づくりや生活習慣病の予防、介護予防とともに、高齢者の社会参加や

生きがいづくり、在宅生活の支援、地域包括ケア、防犯や防災対策、福祉のまちづくりなどを

含む総合的な計画です。 

 

［介護保険事業計画］ 

介護予防の推進とともに、介護を必要とする人に対する適切なサービス提供に向けた基本方

向や事業量、第１号被保険者の保険料などを定める計画です。 

 

また、この計画は、第７期計画に引き続き、団塊の世代が 75歳以上の後期高齢期を迎える

令和７年を見据えた医療と介護の連携、地域支援事業の実施などを含めた「地域包括ケア計画」

として位置づけます。 

なお、本町では町内全域を一つの日常生活圏域としており、高齢者のニーズを把握し、公的

なサービスとインフォーマルなサービスを組み合わせる等、町全域にわたって包括的なサービ

スを継続して提供するための基盤の整備を図る等、地域包括ケアの推進に向けた取組を進めて

います。  

和束町第５次総合計画 

高齢者保健福祉計画 
介護保険事業計画 

 

介護保険制度、医療保険制度等の国・府の関連制度 等 

 

施策連携 ・京都府高齢者健康福祉計画 

・京都府保健医療計画 

保健福祉分野及び関連分野の諸計画   

  
施策連携 

和束町の各種個別計画 笠置町・和束町・南山城村地域福祉計画 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間となります。 

また、本計画は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和７年度や団塊ジュニア世代が高

齢者となる令和 22年度を見据えて、第５期計画から継続する地域包括ケアシステムの構築を

めざす中長期的視点を踏まえながら、検討・策定しています。 
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４ 計画の策定体制 

（１）「和束町健康福祉計画審議会」の開催 

本計画の策定にあたっては、保健医療関係者、福祉関係者等の参画を得て、「和束町健康福祉

計画審議会」を組織し、検討を行いました。 

 

（２）高齢者ニーズ調査の実施 

「和束町第９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画」の策定にあたり、高齢者、

在宅介護を行っている介護者等に関するアンケート調査を実施し、圏域内の高齢者等の生活実

態や健康状態等を把握しました。 

 

（３）計画素案に対するパブリックコメントの募集 

計画素案について広く住民の声をお聞きするため、計画素案をホームページに掲載するとと

もに、町役場等で閲覧できるようにするなど、パブリックコメントを実施しました。

中長期的視点（令和７年度・令和 22年度を見据えて） 
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第２章 和束町の概況と計画課題 
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１ 人口及び世帯の概況 

（１）人口の概況 

平成 27年度以降の人口の推移をみると、総人口は一貫して減少しており、５年間で 474人

（11.1％）減少し、令和２年度では 3,789人となっています。一方で、65歳以上の高齢者に

ついては、81人（4.8％）増加しており、介護需要に結びつきやすい 75歳以上の後期高齢者

についても 64人（7.7％）増加しています。 

また、令和２年度の人口について年齢区分別にみると、40～64 歳（第２号被保険者）が

１,143人、65歳以上（第１号被保険者）が 1,754人で、高齢化率は 46.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

総人口 4,263 4,185 4,079 3,980 3,887 3,789

0～14歳 353 340 315 292 279 270

15～39歳 837 794 740 711 676 622

40～64歳 1,400 1,352 1,295 1,228 1,160 1,143

65歳以上 1,673 1,699 1,729 1,749 1,772 1,754

65～74歳 840 846 835 847 865 857

75歳以上 833 853 894 902 907 897

総人口 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0～14歳 8.3% 8.1% 7.7% 7.3% 7.2% 7.1%

15～69歳 19.6% 19.0% 18.1% 17.9% 17.4% 16.4%

40～64歳 32.8% 32.3% 31.7% 30.9% 29.8% 30.2%

65歳以上 39.2% 40.6% 42.4% 43.9% 45.6% 46.3%

65～74歳 19.7% 20.2% 20.5% 21.3% 22.3% 22.6%

75歳以上 19.5% 20.4% 21.9% 22.7% 23.3% 23.7%

人
数

構
成
比

単位：人

第６期 第７期

■ 人口の推移 

※住民基本台帳（各年度 10 月１日） 

8.3% 8.1% 7.7% 7.3% 7.2% 7.1%

19.6% 19.0% 18.1% 17.9% 17.4% 16.4%

32.8% 32.3% 31.7% 30.9% 29.8% 30.2%

19.7% 20.2% 20.5% 21.3% 22.3% 22.6%

19.5% 20.4% 21.9% 22.7% 23.3% 23.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

第６期 第７期

0～14歳 15～39歳 40～64歳 65-74歳 75歳以上

■ 年齢区分別人口比率の推移 

※住民基本台帳（各年度 10 月１日） 

※四捨五入の関係で合計が 100％にならない場合があります。（以下同様） 
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（２）世帯の概況 

平成 27年における、一般世帯のうちの高齢者のいる世帯についてみると、全国や府では４

割程度となっているのに対し、本町では７割以上を占めています。また、一般世帯のうちの高

齢者のみの世帯についてみると、平成 12年以降増加傾向となっており、平成 27年では国や

府では２割程度となっている中で、本町では３割強となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.9

40.1

40.7

28.1

59.9

59.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

和束町

京都府

全国

高齢者のいる世帯 高齢者のいない世帯

■ 一般世帯における高齢者のいる世帯の割合 

※国勢調査（平成 27 年） 

 

ひとり暮らし
世帯

夫婦のみ世帯

1,444 1,038 1,033 216 302 515 5

(100.0%) (71.9%) (71.5%) (15.0%) (20.9%) (35.7%) (0.3%)

1,151,422 461,379 458,960 136,531 143,695 178,734 2,419

(100.0%) (40.1%) (39.9%) (11.9%) (12.5%) (15.5%) (0.2%)

53,331,797 21,713,308 21,582,467 5,927,686 5,247,936 10,406,845 130,841

(100.0%) (40.7%) (40.5%) (11.1%) (9.8%) (19.5%) (0.2%)

和束町

京都府

全国

一般世帯数

高齢者のいる世帯

単独世帯・親族世帯

非親族世帯
高齢者のみの世帯

その他の
親族同居世帯

■ 高齢者のいる世帯の状況 

※国勢調査（平成 27 年） 

 

108 138 162 216 

155 
223 

266 

302 
6.9%

8.9%
10.7%

15.0%

9.9%

14.4%

17.6%

20.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0世帯

100世帯

200世帯

300世帯

400世帯

500世帯

600世帯

700世帯

800世帯

900世帯

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

ひとり暮らし世帯 夫婦のみ世帯

ひとり暮らし世帯率 夫婦のみ世帯率

■ 高齢者世帯（ひとり暮らし・夫婦のみ）の推移 

※国勢調査 
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（３）認定者の概況 

認定者数の過去５年間の推移をみると、平成 27年の 306人から令和２年度の 381人に増

加しています。また、令和２年度の高齢者人口に対する認定率は 21.7％となっています。 

年齢別人口に対する認定者の割合（出現率）は、高齢になるほど高くなり、65～69歳では

2.5％であるのに対し、90歳以上では 85.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.2%
2.5%

6.6%

15.8%

30.5%

55.1%

85.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上

第２号

被保険者

第１号被保険者

■ 年齢別の認定者出現率 

※介護保険事業状況報告月報（令和２年９月末） 

■ 認定者の推移 

※介護保険事業状況報告月報（各年度９月末） 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

認定者数 306 315 336 350 359 381

要支援１ 22 21 29 29 29 30

要支援２ 60 63 53 61 56 59

要介護１ 43 44 51 53 56 57

要介護２ 51 63 67 67 63 65

要介護３ 53 49 53 48 57 60

要介護４ 44 39 47 49 48 56

要介護５ 33 36 36 43 50 54

認定者数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

要支援１ 7.2% 6.7% 8.6% 8.3% 8.1% 7.9%

要支援２ 19.6% 20.0% 15.8% 17.4% 15.6% 15.5%

要介護１ 14.1% 14.0% 15.2% 15.1% 15.6% 15.0%

要介護２ 16.7% 20.0% 19.9% 19.1% 17.5% 17.1%

要介護３ 17.3% 15.6% 15.8% 13.7% 15.9% 15.7%

要介護４ 14.4% 12.4% 14.0% 14.0% 13.4% 14.7%

要介護５ 10.8% 11.4% 10.7% 12.3% 13.9% 14.2%

18.3% 18.5% 19.4% 20.0% 20.3% 21.7%

単位：人

第６期 第７期

認定率

構
成
比

人
数
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２ アンケート調査の概要と結果 

（１）調査の目的 

本計画の策定にあたり、圏域内の高齢者や在宅介護を行っている介護者等のニーズを把握

し、これを計画策定の基礎資料とするために、２種類のアンケート調査を実施しました。 

 

（２）実施概要 

［調査の対象者と配布数］ 

調査名 対象者 配布数 回収数 回収率 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

65歳以上の一般高齢者 

及び要支援認定者 
1,462 781 53.4％ 

在宅介護実態調査 在宅の要介護認定者 191 78 40.8％ 

［調査方法等］ 

調査方法 抽出基準日 調査期間 

郵送による配布・回収 令和２年１月１日 令和２年２月 

 

（３）結果からみる課題 

①健康について 

現在の悩みや不安に思っているこ

ととしては「自身や家族の健康のこ

と」が多くなっており、「寝たきりや

認知症になること」についても、不安

を感じている方が多くなっていま

す。 

身体的な健康づくりに加え、ここ

ろの面での健康づくりを行い、幸福

度の向上に向けた取組が重要です。 

  

※アンケート設問の後に該当する調査名を記載しています。 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：【ニーズ】 

・在宅介護実態調査：【在宅】 

0.5

0.9

1.2

1.4

3.5

20.0

9.0

11.1

20.6

9.6

17.7

4.6

0% 10% 20% 30%

とても不幸 ０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

とても幸せ 10点

無回答
n=781

■ 主観的幸福感【ニーズ】 
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②外出について 

外出を控えている理由としては「足腰等

の痛み」や「交通手段がないこと」が多く

なっており、高齢になるほど、閉じこもり

傾向が強くなっています。また、自由意見

としても運転免許返納に伴う日常生活へ

の影響を心配する声が挙がっています。 

社会参加・介護予防に繋がる重要な要素

である外出支援の充実に向けた検討が必

要です。 

 

 

③地域での活動について 

地域活動への参加意向を持つ方

が過半数となっており、現状として

も「老人クラブ」や「町内会・自治

会」にも３～４割の方が参加してい

ます。 

地域活動は、社会参加や介護予防

に加え、地域でのつながりづくりに

も繋がるため、地域活動の推進に向

けた取組を進めることは重要です。 

 

 

④人とのつながりについて 

友人・知人と会う頻度が週１回

以上の方が過半数となっており、

心配事や愚痴を聞いてくれる・聞

いてあげる人や看病や世話をし

てくれる・してあげる人がいる方

も多くなっている一方で、友人・

知人と会う機会がほとんど無い

方や相談や看病等をする・される

相手がいない方もいる状況です。 

地域での助け合いや支え合い

が重要視される中で、地域や人と

のつながりを構築・強化していくための体制が重要です。 

 

  

22.5

74.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

はい

いいえ

無回答
n=781

■ 外出を控えているか【ニーズ】 

8.3

49.2

27.7

6.5

8.3

0% 20% 40% 60%

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

無回答 n=781

■ 地域活動に参加者として参加したいか【ニーズ】 

14.3

37.8

24.7

11.0

9.1

3.1

0% 10% 20% 30% 40%

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答 n=781

■ 友人・知人と会う頻度【ニーズ】 
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⑤介護の状況について 

介護者の多くが「子」または「子の配偶者」

で 50・60 歳代が６割を占めています。ま

た、介護のために離職した方もいる状況で

す。 

介護と就労の両立に向けた現役世代の介

護離職に対する対応への検討も重要となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥求められる介護のあり方について 

介護が必要になった場合も、多くの方が「自宅で介護を受けながらの暮らし」を希望してい

ます。また、最期を迎えたい場所としても「自宅」を希望する方が５割を超えており、在宅生

活を支援するための仕組みづくりが重要となります。 

 

 

 

 

 

  

5.7

0.0

3.8

0.0

71.7

9.4

9.4

0% 20% 40% 60% 80%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答 n=53

■ 介護離職の有無【在宅】 

■ 主な介護・介助者【在宅】 

18.9

50.9

18.9

1.9

1.9

0.0

7.5

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答 n=53

7.8

25.1

25.5

3.7

9.9

18.2

9.9

0% 10% 20% 30%

自宅で、家族だけの介護を受けて暮らしたい

自宅で、家族の介護と介護保険サービスを利用しながら暮らしたい

自宅で、家族に面倒をかけないように主に介護保険サービスを利用して暮らしたい

有料老人ホーム等の介護付きの住まいで暮らしたい

特別養護老人ホーム等の介護保険施設で暮らしたい

わからない

無回答 n=781

■ 望ましい介護のあり方【ニーズ】 



15 

⑦地域包括支援センターについて 

地域包括支援センタ

ーは、介護を必要とす

る方だけでなく介護者

やその他の高齢者にと

っても重要な福祉に関

する総合相談窓口であ

るため、更なる機能強

化、そして認知度の向

上に努めることが重要

です。 

 

 

⑧認知症について 

現在不安に感じていることとして「寝

たきりや認知症になること」を挙げる方

が５～６割となっており、介護者側とし

ても多くの方が「認知症への対応」を不

安に感じる介護として挙げておられま

す。 

早期発見や理解促進、見守りの体制づ

くり等、認知症に対する支援の検討が必

要となるのと同時に、相談窓口の周知に

ついても実施していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.7

54.7

6.7

0% 20% 40% 60%

はい

いいえ

無回答
n=781

■ 認知症の相談窓口の認知度【ニーズ】 

11.9

45.6

35.7

6.8

0% 20% 40% 60%

知っているし、利用したこともある

知ってはいるが、利用したことはない

知らない

無回答 n=781

■ 地域包括支援センターの認知度【ニーズ】 

11.3

24.5

1.9

7.5

1.9

1.9

13.2

9.4

3.8

26.4

3.8

7.5

7.5

7.5

3.8

0.0

3.8

37.7

0% 10% 20% 30% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

n=53

■ 介護者が不安に感じる介護等【在宅】 
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⑨介護・医療の連携について 

将来不安に感じることとして、介

護とともに医療についても多くなっ

ており、医療ニーズが多くなる後期

高齢者の割合が高い和束町におい

て、介護と医療を連携して進めてい

くことは重要です。 

 

 

 

⑩サービスについて 

多くの方が希望している「自宅で介護を受けながらの暮らし」に、必要な支援としての「移

送サービス」や「見守り、声かけ」を実施していくこと、また、サービスの利用方法や手続き

に関する周知を行っ

ていくことは、地域に

おける介護福祉の推

進に重要となります。 

 

 

  

55.2

36.2

11.1

3.2

8.7

5.0

6.1

1.4

20.9

11.4

0% 20% 40% 60%

介護

医療

葬儀

納骨

遺品整理

財産管理

相続

その他

特になし

無回答
n=781

■ 将来に不安を感じること【ニーズ】 

9.0

5.1

10.3

7.7

6.4

10.3

24.4

16.7

3.8

3.8

23.1

23.1

0% 10% 20% 30%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物等）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロン等の定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

n=78

■ 在宅生活に必要な支援・サービス【在宅】 

59.3

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

7.4

25.9

0% 20% 40% 60% 80%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

無回答
n=27

■ 介護保険サービスを利用していない理由【在宅】 
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３ 計画策定にあたっての主要課題 

  

主要課題

１ 

令和７年・令和 22年を見据えた中長期的視点からの計画づくり 

団塊の世代のすべてが後期高齢者（75歳以上）となる令和７年、団塊ジュニ

ア世代が高齢者となる令和 22年に向けて、後期高齢者人口の増加だけでなく、

要介護認定者、認知症高齢者、医療ニーズの高い高齢者、一人暮らしや夫婦の

みの高齢者世帯などの増加等が予測されることから、中長期的視点の中で、今

後３年間で達成すべき目標・事項を明らかにすることが求められます。 
 

主要課題

２ 

地域包括ケアシステムの深化・推進 

誰もが助け合い、支え合う「地域共生社会」の実現に向けて、地域包括ケアシ

ステムは今後ますます重要になると想定されます。 

令和７年が目前に迫る中、中長期的展望をふまえた、地域包括ケアシステム

の深化・推進に向けて、今後３年間における取組方針等を明らかにするととも

に、その中核的役割を担う地域包括支援センターの役割の周知徹底が重要です。 
 

主要課題

３ 

介護予防・健康づくり・生きがいづくりの推進 

高齢者が活躍する場を整備し、高齢になっても生き生きとした生活を送れる

よう、健康づくり・生きがいづくり活動の拡大とともに、介護予防・重度化抑制

の取り組みを進め、健康寿命を延伸することが重要です。 

また、新型コロナウイルスの流行を踏まえ、新しい生活様式での集いの場、

社会参加のあり方についても検討していくことが必要です。 
 

主要課題

４ 

医療・介護の連携強化 

高齢になっても在宅での暮らしを望む方、最期は自宅で迎えたいと思う方が

多く、また今後さらに医療ニーズの高い後期高齢者等の増加が見込まれること

からも、引き続き相楽医師会、木津川市、郡内町村共同による広域での医療・介

護の連携強化が必要です。 
 

主要課題

５ 

認知症高齢者支援策の充実 

現在高齢者の７人に１人といわれている認知症高齢者の増加が今後も見込ま

れる中で、認知症に関する意識啓発や予防・早期発見、地域や医療などの関係

機関と連携した支援等、総合的な対策に取り組む必要があります。 
 

主要課題

６ 

地域における自立した日常生活の実現に向けた支援 

高齢になっても、住み慣れた地域の中で自立した生活を送れるように、介護

保険サービス等のフォーマルなサービスの充実はもちろん、ニーズの高い外出

支援等を中心にインフォーマルなサービスも取り入れた生活支援サービスのさ

らなる拡充についても、幅広い検討・推進が求められます。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 計画の基本目標 

（１）計画の基本目標 

本計画の基本目標は、国の基本方針、本町の総合計画・地域福祉計画といった上位計画の将

来像・基本理念等を踏まえながら、第７期計画の基本目標「安心と生きがいに満ちた支え合い

の茶源郷 和束をめざして」を継承し、次のように設定します。 

 

＜基本目標＞ 

安心と生きがいに満ちた 

支え合いの茶源郷 和束をめざして 
 

 

 

 

（２）設定の考え方 

この基本目標は、「笠置町・和束町・南山城村地域福祉計画（和束町編）」で掲げた“支え合

いで安心薫る茶源郷コミュニティ”を基本理念として踏まえつつ、高齢介護福祉においても重

要なキーワードである「支え合い」及び、本町の独自性を示す「茶源郷」を取り入れたものと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－笠置町・和束町・南山城村地域福祉計画（和束町編）－ 

［計画期間］：平成 29年度～平成 38年度（令和８年度） 

《基本理念》支え合いで安心薫る茶源郷コミュニティ 

－和束町第９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画－ 

［計画期間］：令和３年度～令和５年度 

《基本目標》安心と生きがいに満ちた支え合いの茶源郷 和束をめざして 



22 

２ 計画の基本方針 

計画の基本目標に基づき、計画の主要課題を踏まえた計画の基本方針として、以下の４つを

掲げます。 

 

基本方針１ 支え合いの仕組みづくり ～地域で助け合い・支え合うために～ 

地域の状況に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進をはじめとした、地域共生社

会の実現に向けて、地域包括支援センターを中心に、高齢者の暮らしを支えるために必

要となるサービスや仕組みについて検討していきます。 

 

基本方針２ 健康づくり・介護予防の推進 ～高齢期をいきいきと過ごすために～ 

地域活動の活性化と社会参加への機会の拡充を図り、高齢になっても、就労やボラン

ティア活動、趣味の活動等に参加し、地域での役割を持ち生きがいに満ちた生活を送る

ことができるようなまちづくりを進めます。 

また、いつまでも元気に過ごせるよう、住民自らが健康づくりや生活習慣病予防・介

護予防に関心を持ち、主体的に取り組むことのできる環境整備を進めます。 

 

基本方針３ 高齢者への多様な支援の充実 ～地域で安心して暮らすために～ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、権利擁護等のソフト面

の整備、町内の環境整備等のハード面の整備による住みやすいまちづくりの推進に向け

た多様な支援に取り組みます。 

また、介護認定の有無に関わらず利用できる介護予防・日常生活支援総合事業等のサ

ービス提供についても、充実・継続を図りながら、実施していきます。 

 

基本方針４ 介護保険事業の充実 ～介護ニーズに対応するために～ 

これからも身近な地域で必要とする介護サービスを利用することができるよう、高齢

者の増加に伴うニーズの高まりに対応した介護保険サービスの実施とサービスの質の

向上と量的確保を図り、必要な方に必要なサービスを適切に提供する等の介護給付適正

化を実施することで介護保険制度の安定的かつ円滑な運用に努めます。 
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３ 地域包括ケアシステムの構築・充実 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７年、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22年に向

けて、国が示す地域包括ケアシステムのモデルを踏まえ、地域の実情に応じた地域包括ケアシ

ステムの深化・充実が求められています。 

そうした状況を踏まえ、本町においては、第６期計画以降、地域包括ケアシステムの構築に

向けた取組を進めてきました。 

本計画においても、引き続きさらなるシステムの深化と充実に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地域包括ケア研究会報告書より 

（１）和束町の地域包括ケアシステム 

和束町における地域包括ケアシステムは、「体制」「生活支援」「介護予防」「介護」「医療」の

５つの枠組みで構築・充実することで、住み慣れた我が家・地域での暮らしの実現につなげて

いくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体 制 

○地域包括支援センター 

生活支援 

○生活支援サービスの提供 

○認知症総合支援 

介 護 

○介護保険サービスの充実 

医 療 

○医療・介護の連携強化 

介護予防 

○介護予防の推進 
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（２）地域包括ケアシステムを構成する機能・取組等の整備プラン 

和束町における地域包括ケアシステムを構成する５つの枠組みごとの機能・取組等の整備の

時期等については、次のように想定しています。 

 

時
期 

地域包括ケアシステムの機能整備段階 

構築エリア：●広域（３町村） 

◎広域（相楽医師会、木津川市、郡内町村による共同） 

○和束町 

生活支援 介護予防 介護 医療 体制 

～
第
７
期
（今
後
も
継
続
） 

○生活支援コーデ

ィネーターの配

置 

○サービス提供主

体間の情報共

有・連携強化の

場として協議体

の設置 

○一人暮らし高齢

者の見守り・声

かけの実施 

●認知症初期集中

支援チームの設

置 

○認知症地域支援

推進員の配置 

○認知症カフェの

開設 

○学校・民間企業

での認知症サポ

ーター養成講座

の実施 

○介護予防の場・

サービスの整備 

「運動器機能向

上」「栄養改

善」「口腔機能

向上」「閉じこ

もり予防」「認

知機能低下抑

制」「うつ予

防」に対する介

護予防事業の実

施 

○健康づくりや介

護予防に係るポ

イント制度の導

入 

○介護人材の育

成・確保に関す

る取組 

◎医療・介護の関

係者が参加し、

ネットワークの

構築、情報共有

を行う協議会等

の設置 

◎連携を支援する

コーディネータ

ーの配置等によ

る、在宅医療連

携拠点の設置 

◎医療・介護の関

係者、多職種に

よる事例検討や

合同研修の実施 

◎退院後の生活や

在宅での看取り

等、在宅医療に

関する地域住民

への啓発活動 

○地域包括支援セ

ンターの設置 

○地域ケア会議の

開催による地域

課題の把握 

○地域ケア会議の

開催による困難

ケース（個別ケ

ース）に関わる

議論 

○地域のインフォ

ーマルサービス

等も含めたサー

ビスの状況把握

と情報提供の実

施 

第
８
期 

○生活支援を担う

ボランティアの

養成 

○高齢者の移動支

援（通院等）の

取組 

○成年後見制度の

周知 

○住民主体の介護

予防の場・サー

ビスの整備（一

般高齢者も利用

可） 

○介護予防対象者

の把握 
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４ 施策の体系 

 

基本目標 基本方針 施策 

安
心
と
生
き
が
い
に
満
ち
た 

支
え
合
い
の
茶
源
郷 

和
束
を
め
ざ
し
て 

１ 支え合いの仕組みづくり 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）地域で助け合うための連携・支援強化 

（３）医療・介護の連携強化 

（４）相談体制の強化 

２ 健康づくり・介護予防の推進 

（１）高齢者主体の活動の促進 

（２）世代間交流の充実 

（３）健康づくりの支援 

（４）感染症への備え 

３ 高齢者への多様な支援の充実 

（１）認知症高齢者等への支援 

（２）権利擁護の推進 

（３）高齢者の住みよいまちづくり 

（４）生活支援の充実 

（５）介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

４ 介護保険事業の充実 

（１）居宅サービスの充実 

（２）地域密着型介護サービスの提供 

（３）施設サービスの充実 

（４）介護サービスの質の向上 

（５）介護給付適正化の推進 
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第４章 高齢者施策の展開 
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１ 支え合いの仕組みづくり 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

【今後の方向性】 

「地域包括ケアシステム」の中心となる機能を備えた機関としての地域包括支援センターに

おいて、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、町内で生活する高齢者

等の保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援していきます。 

サービスなどを適切にコーディネートできる体制を構築し、包括的な総合相談窓口としての

機能を持つと共に、地域の関係団体等のネットワーク構築に向けた協議会等の開催も行ってい

きます。 

 

【主な取組内容】 

 

  

介護予防ケア

マネジメント

の実施 

要支援・要介護になるおそれのある方、要支援認定者の方を対象に、要介護

状態になることを予防する目的で、介護予防ケアプラン作成・見直し等の介

護予防ケアマネジメントを行います。 

総合相談支援

事業の強化 

地域における様々な関係者とネットワークを構築し、高齢者の心身の状況や

家庭環境等についての実態を把握し、サービスに関する初期相談対応や継続

的・専門的な相談支援、権利擁護の対応が必要な高齢者等への支援を行いま

す。 

包括的・継続的

マネジメント

の実施 

主治医・ケアマネジャー等との多職種間における連携や地域の関係機関との

連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行います。 

そのため、ケアマネジャーに対する個別指導・相談・困難事例への指導助言、

医療機関を含む関係施設や様々な地域資源との連携、協力体制の整備など包

括的・継続的なケア体制の構築を推進します。 

地域ケア会議

の推進 

ケアマネジャーや医療機関等の多職種が参加する地域ケア会議を主催し、地

域課題の発見・検討、多様なニーズに対応するための地域づくりに向けての

意見交換や、個別ケースの検討を行うことにより、地域包括ケアシステムの

深化をめざします。 

また、地域ケア会議の結果等を踏まえた各所への要望や提言等を積極的に行

っていきます。 

地域包括支援

センター運営

協議会の運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよ

うに、介護・医療・保健・福祉などの各側面から包括的に支援するために、

総合的な相談事業、地域の介護に関するネットワークづくりを行っていくと

いう性格から、その運営は公正で中立なものである必要があります。そのた

め、運営の支援、人材の育成支援や中立性確保のための機関として運営協議

会を設置し運営を行います。 
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【目標指標】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア会議の開催（回） 5 5 5 

地域包括支援センター運営協議会の開催（回） 1 1 1 

 

（２）地域で助け合うための連携・支援強化 

【今後の方向性】 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくためには、地域における住民同

士のつながりや支え合いの仕組みが重要です。 

そのため、民生児童委員をはじめ老人クラブ、自治会等の地域団体と連携し、一人暮らしや

高齢者世帯の見守り、緊急時の連絡体制の確保、ボランティアによる支援などの活動を促進し

ていきます。 

 

【主な取組内容】 

 

（３）医療・介護の連携強化 

【今後の方向性】 

医療と介護の両方を必要とする高齢者や医療ニーズの高い後期高齢者の増加に対応できる

よう、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して生活を続けていくための、在宅医療・

介護サービスが一体的に提供できる体制づくりを進めます。 

 

社会福祉協議

会活動の充実 

社会福祉協議会の活動を支援し、住民主体の地域福祉を基本としたボランテ

ィア活動の推進や相談・情報提供体制の充実により、身近な支援体制の確保

を図ります。 

民生児童委員

活動の充実 

民生児童委員については、地域福祉推進の担い手として町との協力体制を強

化するとともに、活動をより充実したものとするため、その活動に対する支

援に努めます。 

相互援助活動

の拡充 

あたたかい地域福祉を住民参加のもとで築くために、既存のサービスで支え

きれない細やかな支援として、老人クラブ会員による友愛訪問などの相互援

助活動の拡充を促進します。 

ボランティア

の育成 

社会福祉協議会を中心に、多様な住民活動を支援・育成します。また、ボラ

ンティア活動のコーディネートや広報、啓発の充実を図ります。 

住民団体との

連携 

福祉課を中心に民生児童委員や区、自治会、各種団体などの住民団体との連

携を強化し、医療や介護の支援が必要な高齢者への見守りが身近な住民によ

り行われるような体制の構築をめざします。 

関係機関との

連携 

庁内関係課をはじめ、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生児童委

員協議会、老人クラブ等で把握した相談内容に対する調整・連携、問題解決

を図るための連絡調整に取り組みます。 
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【主な取組内容】 

 

（４）相談体制の強化 

【今後の方向性】 

地域包括ケアシステムの構築において、相談体制の強化は大変重要です。高齢者やその家族

等が身近な地域で、悩みや困りごと、サービス等に関する相談が行えるよう、地域包括支援セ

ンターを中心とした相談支援体制の充実を行います。 

 

【主な取組内容】 

 

  

在宅医療・介護

連携の推進 

圏域内の地区医師会、ケアマネジャー、介護事業所、行政等の多職種連携ネ

ットワーク「きづがわねっと」を中核とした日常の療養支援、在宅での看取

り等も含めた在宅医療・介護連携の充実に努めます。 

かかりつけ医

についての普

及・啓発 

高齢者が身近な場所でかかりつけ医を持つよう啓発し、普段から医療・保健・

福祉・介護が連携し、高齢者の急病や事後の緊急時にも迅速かつ適切な治療

が受けられるよう医療体制の充実に努めます。 

町の相談機能

の強化 

福祉や介護保険の相談窓口については、住民の相談や苦情に的確に応えられ

るよう地域包括支援センターや庁内各課との連携強化を図るとともに、住民

の立場に立った相談対応に努めます。また、住民が必要としている各種サー

ビスに適切につないでいくよう努めます。 

地域での相談

体制の確立 

社会福祉協議会や民生児童委員、関係機関・関係団体等と連携を図り、この

ような団体等が受けた相談等について行政も共有するための仕組みを整備

します。 
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２ 健康づくり・介護予防の推進 

（１）高齢者主体の活動の促進 

【今後の方向性】 

高齢者が豊かな経験や知識・技能を活かし、様々な活動へ参加することは、介護予防につな

がるだけでなく、地域の貴重な人的資源の活用としても重要です。 

高齢者が地域でいきいきとした生活を送れるように、身近な地域でのサロンやボランティア

活動をはじめとした地域活動に関する情報発信を行い、参加を促進するとともに、仲間づくり

や文化・スポーツ・レクリエーション活動、生涯学習活動などへの参加の機会が得られる環境

づくりを進めます。 

 

【主な取組内容】 

 

  

老人クラブへ

の支援 

高齢者が身近な地域で社会奉仕や生きがい活動、仲間づくりを行う場とし

て、また健康づくりや介護予防の担い手として自主的に取り組むことができ

るよう、老人クラブの活動を支援するとともに、会員の増員へ向けた啓発に

取り組みます。 

また、寝たきりや認知症により外出することが少なくなった高齢者を訪問す

る、老人クラブ会員の友愛訪問を推進します。 

ふれあいサロ

ンの拡充 

高齢者の生きがいづくりや介護予防、孤独の解消につながるふれあいサロン

は、身近な地区ごとに開催されています。 

今後も、閉じこもりがちな高齢者や身体の弱い高齢者、認知症のある高齢者

などの参加を促し、高齢者が気軽に参加できる身近な生きがいづくりの場と

して提供するとともに、活動の拡充と充実へ向けた支援を図ります。 

また､各サロンが保健サービスや生活支援サービスの必要な対象者の発見の

場となり、地域包括支援センターへつなげる体制を住民とともに確立しま

す。 

地区ごとの特色を活かした活動の拡大、活発化を図り住民への働きかけを進

め、事業を充実させます。 

文化活動など

への支援 

公共施設や集会所が高齢者の生きがい活動の拠点として有効に活用される

よう、高齢者を対象とした住民主体の文化活動などを支援します。 

生涯学習、生涯

スポーツへの

支援 

高齢者等の多様なニーズやその時々の情勢を踏まえた学習講座やスポーツ

教室、イベントの開催など、高齢者自身が企画や運営も行い、生きがいにつ

ながる生涯学習と生涯スポーツの機会を確保します。 

多様な活動の

促進 

多様な活動の担い手についても高齢化が進み、新たな担い手となる人材の育

成・確保が求められている中で、町の広報などを活用し、様々な団体活動の

広報・啓発を支援するとともに、組織の運営や活動の相談支援に努め、人材

確保等の活動の拡充を支援します。 
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（２）世代間交流の充実 

【今後の方向性】 

子どもや若者をはじめとする多様な世代との交流は、高齢者の介護予防や社会参加を促進す

るだけでなく、支え合いの体制の基盤づくり、子どもや若者等の学びの機会としても重要です。 

町における、世代を超えた様々な交流機会の創出を進めます。 

 

【主な取組内容】 

 

（３）健康づくりの支援 

【今後の方向性】 

健康寿命の延伸に向けて生活習慣病などの疾病の予防および介護予防・重度化防止に取り組

むことは、高齢期をいきいきと健やかに過ごすために重要です。 

本町では、国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者に対する生活習慣病予防を目的

とした特定健康診査・特定保健指導の実施とともに、すべての住民を対象に各種の健康増進事

業を実施しています。 

介護予防対策としても重要な生活習慣病の発症や進行に深く関わる壮年期から予防の取組

が行えるよう、自らの生活習慣を見直し、健康的な生活を維持していけるように、関係機関・

団体と住民が一体となって健康づくりを推進していきます。 

 

【主な取組内容】 

保育所や学校

教育等におけ

る交流の推進 

高齢者が子どもたちに昔の遊びを伝承すること等により交流を深めること

ができるよう、保育所や学校と連携し、児童生徒と一人暮らし高齢者や施設

入所者との交流機会づくりを進めます。また、福祉施設への友愛訪問などを

行い、福祉教育を促進します。 

その他世代間

交流事業の推

進 

子どもや若者から高齢者まで多世代の住民が一緒に参加できる講座やイベ

ントの開催を計画します。また、地域の行事やボランティア活動、子育て支

援活動等において高齢者が子どもや若者と交流する機会を持てるよう、活動

団体を支援するとともに、住民への協力を呼びかけます。 

特定健康診査・

保健指導の実

施 

特定健康診査・後期高齢者健康診査への積極的な受診勧奨を行い、個人の生

活習慣などの把握を行います。また、受診結果から特定保健指導の対象とな

った人には、動機づけ支援・積極的支援を行います。 

併せて、がん検診の要指導者等を対象に、検診結果の伝達、生活習慣の改善

等について訪問指導を行い、必要に応じて医療受診を促します。 

受診しやすい

各種がん検診

の実施 

受診しやすいがん検診を目指し、本町では各種がん検診の無料化や休日総合

がん検診を実施しています。受診率の向上に向け、積極的な周知を行います。 

胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん、前立腺がんの各がん検診に

ついて、若年からの受診を個別通知や広報などによって啓発します。また、

受診結果を通知し、結果に応じて医療機関への受診を促します。 
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骨粗しょう症

検診の実施 

骨粗しょう症は骨がもろくなった状態で、骨折等をしやすくなり、寝たきり

状態へのリスクが高まります。 

高齢の女性の発症リスクが高く、早期発見・予防の観点から満 40歳以上か

ら満 70歳までの節目年齢の女性に対し、骨密度の測定などを行う骨粗しょ

う症健診を行います。 

より多くの住民に受診を呼びかけるとともに、結果に応じて介護予防事業な

どにつながるようフォローします。 

健康教育の実

施 

生活習慣病予防のため、「楽しくスリム栄養教室」と「楽しくスリム運動教

室」などの実践的な教室を開催し、また、多くの住民が参加できるよう、事

業の啓発及び拡大を図り、健康に関する意識の向上と健康づくりを促進しま

す。 

さらに、高齢者に対し、閉じこもり、認知症、寝たきりを予防するため、介

護予防や栄養改善、口腔機能の維持、認知症についての理解を促す講演など

を行います。 

茶源郷健康ポ

イント事業の

実施 

各種がん検診や特定健康診査などの保健事業、ふれあいサロン、介護予防事

業等に参加された方にポイントを付与し、商品券や健康づくり特典品と交換

できる「茶源郷健康ポイント事業」を実施しています。 

住民の自主的な健康づくりの促進と健康の重要性の普及・啓発を積極的に行

います。 

こころとから

だの健康チェ

ックシステム

の整備 

パソコンや携帯電話を利用し簡単な質問に答えるだけで、ストレス度や落ち

込み度を測ることができる「こころの体温計」、メタボや認知症をチェック

できる「生活習慣チェック」を整備し、からだだけでなくこころの健康も維

持できるよう努めます。 

高齢者肺炎球

菌ワクチン接

種費用の助成 

肺炎球菌は高齢者の死亡原因の第３位となっている肺炎を引き起こす細菌

の一つであり、平成 26年 10月から主に節目年齢の方を対象に定期接種と

なっています。 

本町では、定期接種の対象となっている節目年齢以外の方も接種してもらえ

るよう、満 70歳以上の方を対象に高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成

を行い、積極的に接種してもらえるよう支援します。 

フレイル対策 

身体機能や認知機能が低下し、虚弱となった状態「フレイル」を早期に発見

し、フレイルが進行しないように食事や運動などの適切な対応ができるよう

働きかけます。 
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（４）感染症への備え 

【今後の方向性】 

令和元年 12月頃に発生した新型コロナウイルス感染症は、日本のみならず世界中で感染が

流行し、多大なる影響を与えました。特に高齢の方や基礎疾患のある方は、重症化するリスク

も高く、多くの方にとって不安を感じるものとなっております。 

本町においても、そういった感染症に対する対策や備えをしっかりと行い、不安を少しでも

取り除けるよう、関係機関と連携し取組を進めて参ります。 

 

【主な取組内容】 

 

 

３ 高齢者への多様な支援の充実 

（１）認知症高齢者等への支援 

【今後の方向性】 

今後、後期高齢者の増加に伴い認知症高齢者の増加が想定されます。認知症の予防、早期診

断・早期対応から状態悪化の防止まで、認知症高齢者対策の一層の推進が重要です。 

また、認知症高齢者が住み慣れた家庭や地域で可能な限り自立した生活を送ることができる

よう、住民に対する認知症の理解を深めるとともに、地域での見守り体制づくりの構築を進め

ます。 

 

【主な取組内容】 

  

感染症への備

え 

感染症など、地域や施設での⽣活環境へのリスクの⾼まりに対して、事前の

備えを充実させるとともに、緊急時の対応⼒の強化に努めます。 

そのため、高齢者等が、新型コロナウイルス感染症などの感染症に対し、正

しい知識を持って予防策を実践できるよう働きかけるとともに、感染拡大時

には、関係者、関係機関との連携・協力のもと、高齢者等への感染症のまん

延予防に努めます。 

認知症への理

解の促進 

認知症になっても地域で安心して暮らせるよう、認知症の人の視点に立った

認知症への理解を深めるため、認知症ケアパスの普及、認知症サポーター養

成講座や広報の活用、住民の自主的な学習機会の開催、学校教育を進め、認

知症の高齢者を見守り・支援する地域社会の実現をめざします。 
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【目標指標】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成講座開催回数（回） 3 3 3 

認知症サポーター養成講座参加者数（人） 90 90 90 

認知症カフェ開催回数（回） 7 7 7 

認知症カフェ参加者数（人） 100 100 100 

 

（２）権利擁護の推進 

【今後の方向性】 

家庭や施設等における虐待を防止し、介護を必要とする状態になっても高齢者の尊厳が守ら

れるよう、地域や関係機関等と連携した取組を行うことは重要です。地域包括支援センターと

関係機関等が連携を図り、虐待防止の啓発、虐待の早期発見と適切な対応の充実を進めます。 

また、判断能力が十分でなく金銭管理やサービスの利用に関して支援が必要な人についての、

日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用を促進します。 

  

認知症の早期

発見・早期治療

の推進 

認知症の進行を防ぐには、早期発見・早期治療の対策を講じることが重要で

す。 

平成 29年度に笠置町・南山城村と共同設置した「認知症初期集中支援チー

ム」により、認知症の人や認知症が疑われる人及びその家族に複数の専門職

を派遣し、初期支援を包括的・集中的に行うことで、自立生活のサポートを

支援します。 

物忘れ相談プ

ログラムの導

入 

認知症の早期発見・早期治療に向け、簡単な質問に答え、機械による客観的

なデータにより認知症の始まりや進行度を確認することができる「物忘れ相

談プログラム」としてタブレット型の端末を導入しています。高齢者が多く

集まる場所で積極的に活用していきながら、発見から治療にいたるまでの体

制の構築と関係機関との連携の強化に努めます。 

認知症に関す

るリーダーの

養成 

認知症高齢者が地域で安心して暮らしていくためには、関係機関だけでな

く、地域での支援が重要となります。認知症サポーター養成講座の講師役と

なるキャラバンメイトの養成に努め、より多くの認知症サポーターを養成

し、様々な場所で活躍できるよう支援します。 

また、本人やその家族・親族などと十分なコミュニケーションをとり、不安

や悩みに答えるとともに、社会参加の窓口や関係機関へとつなぐ認知症地域

支援推進員や認知症リンクワーカーを配置し、相談支援の体制強化を進めま

す。 

認知症カフェ

の推進 

認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰でも気軽に参加できる認知

症カフェの設置に取り組み、認知症の人の居場所づくりとともに、家族等の

交流や情報交換等を促進します。 

徘徊ＳＯＳネ

ットワークの

強化 

認知症の高齢者が徘徊により行方不明となるケースが増加している中、早期

に行方不明者を発見し家族のもとへ戻ることができるよう、警察や社会福祉

協議会、民生児童委員、商工会など地域の関係機関で構成された「徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク」を強化します。 



37 

【主な取組内容】 

 

（３）高齢者の住みよいまちづくり 

【今後の方向性】 

高齢者をはじめとするすべての住民が安心して暮らすことのできるまちづくりの実現をめ

ざし、ハード・ソフト両面の整備、介護サービスの充実を進めます。 

 

【主な取組内容】 

  

日常生活自立

支援事業の推

進 

認知症などにより判断能力が十分でない高齢者や障がい者等が適切なサー

ビスを選択し、契約する場合でも、地域で安心して生活が送れるよう社会福

祉協議会において、福祉サービスの利用手続きの代行や日常的な金銭管理の

援助などを行います。また、介護予防ケアマネジメント事業や相談支援を通

じて、さらなるニーズの把握に努めます。 

成年後見制度

の利用支援 

成年後見制度の利用にあたり、身寄りのない人や親族の協力が得られない人

を対象に町長が成年後見等開始審判申立を行うなど、申請時における支援を

行います。 

高齢者虐待防

止の推進 

高齢者の虐待防止へ向けて、虐待の早期発見・早期解決等のためのネットワ

ークづくりと住民・事業者等に対する意識啓発に取り組みます。 

見守りサポー

ト事業の実施 

日常生活に不安のある一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者等を中

心に定期的に訪問を行う「見守りサポート事業」を実施します。日常生活の

変化を関係機関と共有し、必要に応じて適切なサービスを提供することで、

住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう支援します。 

介護マークの

配布 

介護者が誤解や偏見を持たれないよう介護中であることを周囲に理解して

もらうため、「介護マーク」を配布します。また、介護マークの周知を行う

とともに、普及を促進します。 

犯罪等から高

齢者を守る地

域づくり 

高齢者をねらった悪質な営業行為や犯罪の手口等について、様々な機会を捉

えて住民に注意を喚起するとともに、防犯意識の向上をめざします。 

また、関係機関とも連携し、地域における日頃からの防犯、見守り体制の強

化を促します。 

災害に強いま

ちづくり 

災害時の救護活動を円滑に行うために、要介護・要支援認定者や身体障がい

者等の災害時に支援が必要な住民を把握し、民生児童委員や地域住民との連

携によって、円滑に避難できる体制を構築します。 

また、防災行政無線を活用し、迅速かつ正確に情報提供できるよう努め、広

報や各事業を通じて高齢者に対して災害時の避難方法を指導します。 

公共施設のバ

リアフリー化 

公共施設のバリアフリー化等を進め、高齢者等がより安心・安全に利用でき

るよう改善に努めます。 

道路環境の整

備 

道路環境の整備に向けて、段差の解消や歩道の確保等を進めるとともに、国

や京都府への要望を行います。 

情報伝達上の

配慮 

広報物や町ホームページ、施設内の案内板などについて、文字の大きさや色

に配慮するなど、情報が分かりやすく伝えられるように努めます。 
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（４）生活支援の充実 

【今後の方向性】 

本人への支援はもちろん、家族介護者等の心身の負担の軽減を図るため、多様な生活支援サ

ービスの提供に努めます。また、介護離職防止に向けた普及啓発に努めます。 

 

【主な取組内容】 

 

（５）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

【今後の方向性】 

高齢者の方が要介護状態になることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した生

活を継続できるよう支援することを目的とし、利用者が自らの身体状況等に応じた自立支援・

重度化防止に必要なサービスを選択できるよう、住民ニーズの把握、サービスの周知・充実や、

必要な提供体制の確保について取り組みます。 

 

  

軽度生活援助

サービスの実

施 

一人暮らし高齢者または高齢者世帯などに対し、家の周りの手入れや家屋の

軽易な修繕など日常生活上の生活援助を適切に提供します。 

老人日常生活

用具給付等事

業の実施 

安心・安全を支える事業として、防火に配慮が必要な一人暮らし高齢者など

に電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付する事業を実施します。 

緊急通報装置

設置事業の実

施 

一人暮らしや日常生活上の配慮を必要とする高齢者宅に、ボタン一つで消防

署や近隣に住む協力員に緊急通報できる緊急通報システムを設置すること

により、高齢者の日常生活の不安を解消し、安全を確保する事業として普及

を進めます。 

福祉電話設置

事業の実施 

電話を所有していない低所得の高齢者や外出困難な高齢者に、福祉電話・連

絡用ベルを貸与する事業を実施します。 

寝たきり老人

紙おむつ代補

助金事業の実

施 

１ヶ月以上常時失禁状態にある低所得の高齢者や在宅の要介護者に対し、紙

おむつの代金として月 5,000 円を限度に補助し、衛生的な生活と介護者の

経済的負担の軽減を図ります。 

外出支援サー

ビス事業の実

施 

要介護・要支援認定者や下肢の不自由な高齢者等に対し、在宅福祉サービス

を提供する場所や医療機関への送迎を行い、移動手段の確保を図ります。 

サービスの周知を進め、適切なサービス利用を促進します。 

家族介護者の

交流機会の確

保 

家族介護者同士が気軽に集まって話し合い、交流できる場所や機会の確保を

図り、家族介護者の精神的負担を軽減します。 

養護老人ホー

ム、軽費老人ホ

ーム事業の実

施 

養護老人ホーム及び軽費老人ホームは町内に施設がありませんが、他市町村

の施設で数名の利用があります。在宅での生活が困難な高齢者など利用希望

があれば、ニーズに応えられるように努めます。 
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【主な取組内容】 

  

介護予防・生活

支援サービス

事業の実施 

ア 訪問型サービス 

①訪問介護相当サービス 

身体・認知機能の低下や退院直後等によりホームヘルパーによるサービス

が必要な方が訪問介護を利用できるように、地域包括支援センター、ケア

マネジャー・事業所等が連携して円滑に利用できるように実施し、在宅で

の生活を支援します。 

②訪問型サービス（緩和型） 

加齢等により負荷のかかる動作が困難である方に対し、掃除や食事の準

備、買い物等の生活維持のために必要な支援を行います。 

③その他 

その他住民主体の活動として、ボランティア等を活用した多様なサービス

の構築に向け、協議体の中でサービス構築に向けた検討を行っていきま

す。 

イ 通所型サービス 

①通所介護相当サービス 

集中的に生活機能向上のトレーニングを行うことで、改善・維持が見込ま

れる方に、これまでの予防給付の基準を基本に通所介護を実施します。 

②通所型サービス（緩和型） 

入浴や食事の介助は必要ないが、生活機能の低下がみられ外出や交流の機

会が必要な方等に、運動やレクリエーションを提供し、利用者の状態を見

ながらサービスを実施します。 

③その他 

その他住民主体の活動として、体操・運動等の活動などを行う自主的な通

いの場を提供する等の多様なサービスの構築に向けて、協議体の中でサー

ビス構築に向けた検討を行っていきます。 
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【目標指標】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

いきいき元気塾延参加者数（人） 700 700 700 

すこやかファイト教室延参加者数（人） 600 600 600 

シニアライフサポート学級延参加者数（人） 720 720 720 

 

 

４ 介護保険事業の充実 

（１）居宅サービスの充実 

【今後の方向性】 

訪問系・通所系・短期入所系の居宅サービスの十分なサービス基盤の整備を進めるとともに、

サービスに従事する人材の養成と育成の充実によりサービスの質の向上や支援を図り、住み慣

れた地域で安心して暮らすための多様なニーズに対応できる体制の構築に努めます。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業と介護保険サービスの関係性についても、周知を行

い、利用しやすい環境整備につなげます。 

  

一般介護予防

事業の実施 

ア 介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する意識向上の促進のため、利用者の身体状況に応じ、運動や

レクリエーション、栄養に関する講義、認知機能低下予防、口腔機能等の向

上プログラムを組み合わせた、「いきいき元気塾」「すこやかファイト教室」

「シニアライフサポート学級」を実施します。 

イ 地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修や、介護予防に資

する地域活動の組織の育成・支援などを行います。 

ウ 介護予防把握事業 

福祉課・地域包括支援センター・社会福祉協議会等の相談窓口や、関係機関

（主治医・民生児童委員・専門職等）、本人、家族、ふれあいサロン、地域

住民からの連絡等により、生活機能に関する状態や、閉じこもり等の支援を

必要とする高齢者の実態を把握し、介護予防活動につなげます。 

エ 一般介護予防事業評価事業 

地域包括支援センターを中心として、各事業が適切かつ効率的に実施されて

いるかどうか、年度ごとに事業評価を行っていきます。 

総合事業の円

滑な実施 

多様な関係機関で構成する協議体で、高齢者の多様なニーズに対応できる実

施体制や実施内容の検討を進め、さらなる事業展開を推進します。 
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【主な取組内容】 

 

【対象サービス等】 

 

（２）地域密着型介護サービスの提供 

【今後の方向性】 

認知症高齢者や一人暮らし高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、住民のニー

ズに沿って、身近な地域で利用できる地域密着型介護サービスの確保・提供を行い、各サービ

スについて、医療との連携も踏まえながら、必要に応じたサービス提供基盤の確保に努めます。 

  

訪問系サービ

スの充実 

利用者が住み慣れた地域で在宅生活が継続できるよう、利用者の状態や希
望、家族の状況に応じて適切なサービスが提供できるようサービス基盤の充
実を促進します。 
介護サービス事業所など関係機関と連携し、質の高い適切なサービスが提供
できるよう努めます。 

通所系サービ

スの充実 

利用者の自立支援や機能回復を図るため、サービスの質の向上に努めます。 
利用者一人ひとりの状態や個性を把握し、重度化予防や自立へつながるサー
ビス提供を促します。 
常に利用者の状態や希望に応じた適切なサービスを提供できるよう、今後も
近隣の事業所等と連携を図り、通所サービス提供基盤の確保に努めます。 
また、人材の一層の資質の向上に向け、研修機会の充実や情報収集に努めま
す。 

短期入所系サ

ービスの充実 

利用者が可能な限り在宅で生活を継続できるよう、また、介護者の負担軽減
のためにも必要に応じて利用できるよう、サービス基盤の整備を促進しま
す。 

その他の居宅

サービスの充

実 

利用者の心身の状態や希望、生活環境等を踏まえ、自立支援や介護者の負担
軽減に役立つよう状況に応じて利用できるよう、サービス提供の基盤整備に
努めます。 

訪 問 系 サ ー ビ ス ：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療

養管理指導 

通 所 系 サ ー ビ ス ：通所介護、通所リハビリテーション 

短期入所系サービス：短期入所生活介護、短期入所療養介護 

その他の居宅サービス：特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修 
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（３）施設サービスの充実 

【今後の方向性】 

高齢者本人の状態、家族の状況等によって、必要とする人が円滑に施設サービスを利用でき

るよう、重度者の優先入所（入院）に配慮しつつ、京都府、関係機関及び関係者との連携を図

りながら、適切な利用が進むよう施設サービス基盤の確保に努めます。 

 

【対象サービス等】 

 

（４）介護サービスの質の向上 

【今後の方向性】 

利用者の意思に基づいた事業所の選択のもとで良質なサービスが提供されるよう、ケアマネ

ジャー、介護職員の資質の向上が求められます。特にケアマネジャーについては、情報提供や

研修の実施等の支援を行っていく必要があります。 

ケアマネジャーの育成は京都府が行うこととされていますが、利用者の介護サービス計画を

作成し、継続的な管理（モニタリング）を行うケアマネジャーは制度運営の要であることから、

ケアマネジャーが業務を適切に行えるよう、各種情報提供を行います。 

地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議などへの支援を継続します。 

 

（５）介護給付適正化の推進 

【今後の方向性】 

介護給付の適正化は、サービス利用者の適切なサービス利用を確保するため、また、介護給

付費や介護保険料の抑制につながるため重要な取組です。 

介護給付が適切に行われるよう国の指針に基づき京都府が示す「京都府介護給付適正化推進

指針」に沿って実施し、より一層の介護給付の適正化に努めます。 

 

 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 

要介護認定の

適正化 

要介護認定調査を適正に行うため、認定調査に対する指導・監査を行い、公
正な認定の実施に努めます。 

住宅改修等の

点検 

住宅改修の際の事前訪問調査や事後確認の推進を図り、適正な給付となるよ
う努めます。 

縦覧点検・医療

情報との突合 

給付実績の情報を活用し、医療情報との突合及び縦覧点検の結果に基づく過
誤調整等の実施に努めます。 
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第５章 サービスの見込みと保険料 
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１ 人口・認定者数の推計 

（１）人口推計 

本町の総人口は今後も緩やかに減少することが見込まれており、令和５年度には 3,577 人

程度、さらに令和 22年度には、2,260人程度まで減少する見込みです。 

高齢者については、令和４年度の 1,765 人をピークに減少傾向となり、令和５年度には

1,758人程度、令和 22年度には 1,365人程度まで減少する見込みです。 

高齢化率については、今後も増加傾向で推移することが見込まれており、令和５年度には

49.1％程度、令和 22年度には 60.4％程度にまで上昇することが想定されます。 

また、認定者の出現につながりやすい後期高齢者については、高齢者人口のピークである令

和４年以降も増加傾向で推移すると想定されており、令和５年度には 974 人程度となり、令

和 12年度頃にピークを迎え、令和 22年度には 959人程度となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,980 3,887 3,789 3,720 3,647 3,577 3,439
3,055

2,664

2,260

1,749 1,772 1,754 1,757 1,765 1,758 1,748 1,692
1,513 1,365

43.9%
45.6% 46.3% 47.2% 48.4% 49.1%

50.8%

55.4%
56.8%

60.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

7,000人

8,000人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度令和17年度令和22年度

第７期 第８期

実績 推計

総人口 高齢者人口 高齢化率

■ 将来人口と高齢化率 

※住民基本台帳（各年度 10 月１日）データを用いて、町で推計 
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  （人）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

3,980 3,887 3,789 3,720 3,647 3,577 3,439 3,055 2,664 2,260

292 279 270 260 244 239 214 156 120 90

711 676 622 584 550 517 470 363 288 241

1,228 1,160 1,143 1,119 1,088 1,063 1,007 844 743 564

1,749 1,772 1,754 1,757 1,765 1,758 1,748 1,692 1,513 1,365

65～74歳 847 865 857 860 827 784 686 551 445 406

65～69歳 471 447 401 372 352 323 287 270 179 229

70～74歳 376 418 456 488 475 461 399 281 266 177

902 907 897 897 938 974 1,062 1,141 1,068 959

75～79歳 323 334 317 302 313 348 439 385 266 253

80～84歳 279 275 275 281 309 286 284 398 352 239

85～89歳 184 174 185 183 175 205 199 205 293 261

90歳～ 116 124 120 131 141 135 140 153 157 206

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7.3% 7.2% 7.1% 7.0% 6.7% 6.7% 6.2% 5.1% 4.5% 4.0%

17.9% 17.4% 16.4% 15.7% 15.1% 14.5% 13.7% 11.9% 10.8% 10.7%

30.9% 29.8% 30.2% 30.1% 29.8% 29.7% 29.3% 27.6% 27.9% 25.0%

43.9% 45.6% 46.3% 47.2% 48.4% 49.1% 50.8% 55.4% 56.8% 60.4%

65～74歳 21.3% 22.3% 22.6% 23.1% 22.7% 21.9% 19.9% 18.0% 16.7% 18.0%

65～69歳 11.8% 11.5% 10.6% 10.0% 9.7% 9.0% 8.3% 8.8% 6.7% 10.1%

70～74歳 9.4% 10.8% 12.0% 13.1% 13.0% 12.9% 11.6% 9.2% 10.0% 7.8%

22.7% 23.3% 23.7% 24.1% 25.7% 27.2% 30.9% 37.3% 40.1% 42.4%

75～79歳 8.1% 8.6% 8.4% 8.1% 8.6% 9.7% 12.8% 12.6% 10.0% 11.2%

80～84歳 7.0% 7.1% 7.3% 7.6% 8.5% 8.0% 8.3% 13.0% 13.2% 10.6%

85～89歳 4.6% 4.5% 4.9% 4.9% 4.8% 5.7% 5.8% 6.7% 11.0% 11.5%

90歳～ 2.9% 3.2% 3.2% 3.5% 3.9% 3.8% 4.1% 5.0% 5.9% 9.1%

65歳以上

第７期 第８期 　　

75歳以上

40～64歳

15～39歳

 0～14歳

総　数

 0～14歳

75歳以上

65歳以上

総　数

15～39歳

40～64歳

実績 推計

■ 将来人口（年齢区分別） 

※住民基本台帳（各年度 10 月１日）データを用いて、町で推計 



47 

（２）認定者数の推計 

認定者数については今後も増加傾向で推移し、令和５年度には 410 人、令和 22 年度には

459人まで増加する見込みです。 

認定率についても、今後増加傾向で推移し、令和５年度には 23.2％、令和 22 年度には

33.5％となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

350 359
381 387

405 410
424

451
473

459

19.9% 20.2%
21.6% 21.9% 22.7% 23.2%

24.1%

26.5%

31.1%

33.5%

0.0%

5.0%
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20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

350人

400人

450人

500人

550人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

第７期 第８期

実績 推計

認定者数 認定率

■ 認定者数と認定率の見込み 

■ 認定者数と認定率の見込み（要介護度別） 

※介護保険事業状況報告（各年９月末現在）データを用いて、性別・年齢区分別・要介護度別の出現率法により推計 

※認定率は第１号被保険者数に対する比率 

（人）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

350 359 381 387 405 410 424 451 473 459

要支援１ 29 29 30 30 30 31 30 31 33 28

要支援２ 61 56 59 59 61 63 64 71 77 68

要介護１ 53 56 57 58 62 63 65 70 70 65

要介護２ 67 63 65 66 69 69 72 75 77 78

要介護３ 48 57 60 62 62 64 68 69 75 74

要介護４ 49 48 56 57 62 61 64 69 73 74

要介護５ 43 50 54 55 59 59 61 66 68 72

348 358 379 385 401 408 422 449 471 457

19.9% 20.2% 21.6% 21.9% 22.7% 23.2% 24.1% 26.5% 31.1% 33.5%

実績 推計

第７期 第８期 　　

うち第１号
被保険者数

認定率

認定者数
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２ サービス利用量の推計 

 

 

 

 

 

（１）予防給付 

介護予防支援の利用者数・利用回（日）数については、今後大きな増加はないと見込んでお

り、現状と同程度の利用を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○平成 30 年度～令和２年度は、介護保険事業状況報告に基づいて地域包括ケア「見える化」システム
に自動入力された実績値です。 
○令和２年度については介護保険事業状況報告の 11 月までの月報値をベースに算出された数値であ
り、実際の値とは異なる場合があります。 
○令和３年度以降は、地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計値です。 

第９期
平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和７年
（2025）

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0
回数（回） 109.3 132.5 100.3 120.1 130.0 139.9 139.9
人数（人） 13 15 13 13 14 15 15
回数（回） 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 1 0 2 2 2 2

介護予防居宅療養管
理指導

人数（人） 0 0 0 0 1 1 1

介護予防通所リハビ
リテーション

人数（人） 2 2 0 1 1 1 1

日数（日） 9.3 13.5 2.2 3.3 3.3 3.3 3.3
人数（人） 2 3 1 1 1 1 1
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸
与

人数（人） 38 36 33 33 34 34 34

特定介護予防福祉用
具購入費

人数（人） 1 1 1 1 1 1 1

介護予防住宅改修 人数（人） 1 1 1 1 1 1 1
介護予防特定施設入
居者生活介護

人数（人） 0 0 0 0 1 1 1

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

介護予防小規模多機
能型居宅介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

介護予防認知症対応
型共同生活介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

人数（人） 42 45 43 44 46 46 48
※１ヵ月当たり

（２）地域密着型介護予防サービス

（１）介護予防サービス

（３）介護予防支援

介護予防認知症対応
型通所介護

第８期
実績 推計

介護予防短期入所療
養介護(介護医療院)

介護予防短期入所療
養介護（病院等）

介護予防短期入所療
養介護（老健）

介護予防短期入所生
活介護

介護予防訪問リハビ
リテーション

介護予防訪問看護

介護予防訪問入浴介
護

第７期
予防給付
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（２）介護給付 

居宅サービス・地域密着型サービスについては、近年のサービス利用動向と認定者数の推移

をふまえ、利用者数・利用回（日）数を見込んでいます。また、施設サービスについては、現

状の利用ニーズの高まりに沿って、利用者数の増加を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第９期
平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和７年
（2025）

回数（回） 863.4 989.8 1,341.1 1,566.1 1,572.0 1,672.6 1,580.6
人数（人） 39 38 40 41 41 42 40
回数（回） 10.2 15.3 23.3 26.0 30.6 30.6 31.6
人数（人） 1 3 4 5 6 6 6
回数（回） 295.6 314.6 311.5 284.9 309.9 323.8 336.8
人数（人） 34 34 37 37 41 43 44
回数（回） 0.5 7.2 0.0 4.0 9.4 9.0 9.0
人数（人） 0 1 0 1 2 2 2

居宅療養管理指導 人数（人） 21 22 23 27 29 29 25
回数（回） 939.4 1,022.7 854.1 936.6 989.3 1,014.3 1,003.3
人数（人） 96 106 94 103 110 113 112
回数（回） 70.4 47.0 35.0 37.4 37.4 37.4 37.4
人数（人） 9 7 5 6 6 6 6
日数（日） 405.0 379.3 363.7 329.0 344.2 358.4 358.4
人数（人） 31 32 32 31 33 34 34
日数（日） 6.9 5.7 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0
人数（人） 1 1 0 1 1 1 1
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 人数（人） 89 92 100 103 105 105 106
特定福祉用具購入
費

人数（人） 1 2 1 3 3 3 3

住宅改修費 人数（人） 1 1 1 2 2 2 2
特定施設入居者生
活介護

人数（人） 4 3 2 3 3 3 3

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介
護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

回数（回） 29.6 43.3 40.5 47.0 58.0 58.0 55.0
人数（人） 3 4 3 5 6 6 5
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

小規模多機能型居
宅介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

認知症対応型共同
生活介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型特定施
設入居者生活介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老
人福祉施設入所者
生活介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

看護小規模多機能
型居宅介護

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

介護老人福祉施設 人数（人） 53 56 55 57 57 58 65
介護老人保健施設 人数（人） 24 24 36 37 37 37 44
介護医療院 人数（人） 0 2 6 5 5 5 7
介護療養型医療施
設

人数（人） 2 0 0 0 0 0 0

人数（人） 150 154 150 155 161 165 169
※１ヵ月当たり

実績 推計
第７期 第８期

（１）居宅サービス

（３）施設サービス

（４）居宅介護支援

認知症対応型通所
介護

地域密着型通所介
護

短期入所療養介護
(介護医療院)

（２）地域密着型サービス

訪問リハビリテー
ション

訪問看護

訪問入浴介護

訪問介護

介護給付

短期入所療養介護
（病院等）

短期入所療養介護
（老健）

短期入所生活介護

通所リハビリテー
ション

通所介護
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３ 給付費の推計 

（１）総給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）予防給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

第９期
平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和７年
（2025）

予防給付費 12,787 13,328 9,930 11,469 12,084 12,521 12,627
介護給付費 492,347 521,887 578,083 606,634 619,088 631,010 687,229
総給付費 505,135 535,215 588,013 618,103 631,172 643,531 699,856

※年間累計金額

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。（以下同様）

実績 推計
第７期 第８期

（単位：千円）

第９期
平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和７年
（2025）

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0
介護予防訪問看護 4,475 4,881 4,463 5,331 5,771 6,208 6,208
介護予防訪問リハビリテー
ション

0 68 0 0 0 0 0

介護予防居宅療養管理指導 13 0 0 0 0 0 0
介護予防通所リハビリテー
ション

855 872 0 506 506 506 506

介護予防短期入所生活介護 829 1,130 193 292 292 292 292
介護予防短期入所療養介護
（老健）

0 0 0 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

0 0 0 0 0 0 0

介護予防短期入所療養介護
(介護医療院)

0 0 0 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 2,908 2,487 2,095 2,095 2,161 2,161 2,161
特定介護予防福祉用具購入
費

354 298 212 212 212 212 212

介護予防住宅改修 975 1,209 686 686 686 686 686
介護予防特定施設入居者生
活介護

0 0 0 0 0 0 0

介護予防認知症対応型通所
介護

0 0 0 0 0 0 0

介護予防小規模多機能型居
宅介護

0 0 0 0 0 0 0

介護予防認知症対応型共同
生活介護

0 0 0 0 0 0 0

2,379 2,384 2,280 2,347 2,456 2,456 2,562
12,787 13,328 9,930 11,469 12,084 12,521 12,627

※年間累計金額

合計
（３）介護予防支援

（２）地域密着型介護予防サービス

（１）介護予防サービス

予防給付費

実績 推計
第７期 第８期
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（３）介護給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

第９期
平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和７年
（2025）

訪問介護 27,188 30,629 39,917 46,770 46,996 49,850 47,448
訪問入浴介護 1,500 2,292 3,550 3,988 4,699 4,699 4,853
訪問看護 15,060 15,579 16,647 15,270 16,678 17,395 18,115
訪問リハビリテーション 16 233 0 131 308 295 295
居宅療養管理指導 2,813 2,985 3,049 3,596 3,741 3,741 3,161
通所介護 92,114 99,900 84,308 93,521 98,861 101,368 100,177
通所リハビリテーション 7,214 4,955 3,614 3,859 3,861 3,861 3,861
短期入所生活介護 42,653 40,536 39,347 35,833 37,452 39,073 39,073
短期入所療養介護（老健） 740 621 0 569 569 569 569
短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 0 0
短期入所療養介護(介護医
療院)

0 0 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 11,244 12,035 13,396 13,807 14,172 14,172 14,322
特定福祉用具購入費 205 746 455 1,645 1,645 1,645 1,645
住宅改修費 1,828 950 1,242 3,488 3,488 3,488 3,488
特定施設入居者生活介護 10,150 6,636 4,774 7,542 7,546 7,546 7,546

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

0 0 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0
地域密着型通所介護 2,878 4,436 4,674 5,554 6,835 6,835 6,390
認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 0
小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 0
認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 0 0
地域密着型特定施設入居者
生活介護

0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

0 0 0 0 0 0 0

看護小規模多機能型居宅介
護

0 0 0 0 0 0 0

介護老人福祉施設 168,647 182,658 185,648 193,070 193,177 196,783 221,254
介護老人保健施設 77,138 80,295 123,603 128,116 128,187 128,187 152,678
介護医療院 634 11,336 30,499 25,572 25,586 25,586 35,820
介護療養型医療施設 8,018 1,625 0 0 0 0 0

22,307 23,442 23,360 24,303 25,287 25,917 26,534
492,347 521,887 578,083 606,634 619,088 631,010 687,229

※年間累計金額

合計
（４）居宅介護支援

（３）施設サービス

（２）地域密着型サービス

（１）居宅サービス

実績 推計
第７期 第８期

介護給付費
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４ 標準給付費等の見込み 

（１）標準給付費 

総給付費や特定入所者介護サービス費等給付額等を含む標準給付費については、第８期（令

和３～５年度）で約 20億９千万円を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域支援事業費 

地域支援事業費については、第８期（令和３～５年度）で約９千 6百万円を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円）

合計
令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

95,814,449 31,503,055 31,966,487 32,344,907 30,812,743

66,302,323 21,763,323 22,129,000 22,410,000 21,767,651

19,500,000 6,400,000 6,500,000 6,600,000 5,701,768

10,012,126 3,339,732 3,337,487 3,334,907 3,343,324

※年間累計金額

地域支援事業費　計

介護予防・日常生活支援総合事
業費
包括的支援事業（地域包括支援
センターの運営）及び任意事業費
包括的支援事業（社会保障充実
分）

地域支援事業費
第8期

令和７年
（2025）

（単位：円）

合計
令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

2,094,522,888 685,029,204 697,774,835 711,718,849 755,689,405
1,892,806,000 618,103,000 631,172,000 643,531,000 699,856,000

131,801,377 44,595,546 43,334,122 43,871,709 38,021,881

特定入所者介護サービス費等
給付額

159,366,770 51,208,808 53,747,208 54,410,754 47,187,624

特定入所者介護サービス費等
の見直しに伴う財政影響額

27,565,393 6,613,262 10,413,086 10,539,045 9,165,743

62,144,518 19,757,925 20,676,387 21,710,206 17,224,364

高額介護サービス費等給付額 62,703,792 19,890,180 20,884,689 21,928,923 17,397,889
高額介護サービス費等の見直
しに伴う財政影響額

559,274 132,255 208,302 218,717 173,525

6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,770,993 572,733 592,326 605,934 587,160
※年間累計金額

第8期
令和７年
（2025）

標準給付費

標準給付費見込額　計
総給付費

特定入所者介護サービス費等給
付額（財政影響額調整後）

高額介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後）

高額医療合算介護サービス費等
給付額
算定対象審査支払手数料
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５ 第１号被保険者の介護保険料 

（１）介護保険の財源構成 

「介護保険制度」は、介護を必要とする方が、住み慣れた地域で持っている能力に応じて自

立した日常生活が送れるよう、社会全体で支える制度です。 

介護保険給付費の費用は、50％が公費負担、残りの 50％が第１号被保険者と第２号被保険

者による保険料負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支援事業費については、大きく介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業及び

任意事業に分けることができます。 

地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業については、居宅給付費の財源内

訳と同様になっています。包括的支援事業及び任意事業については、第１号被保険者の保険料

と公費のみで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 居宅給付費の財源内訳 ■ 施設給付費の財源内訳 

国

25.0%

京都府

12.5%

和束町

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

国

20.0%

京都府

17.5%

和束町

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

■ 介護予防・日常生活支援総合事業の財源内訳 ■ 包括的支援事業及び任意事業の財源内訳 

国

38.5%

京都府

19.25%

和束町

19.25%

第１号

被保険者

23.0%

国

25.0%

京都府

12.5%

和束町

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%
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（２）保険料収納必要額 

第８期においては、第１号被保険者が負担する保険料として確保する必要のある金額（保険

料収納必要額）は、約４億５千万円を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）予定保険料収納率 

第１号被保険者からの保険料徴収は、普通徴収と特別徴収があり、普通徴収分については

100％徴収となっていないことなど、過去の収納状況を勘案し、第８期の予定保険料収納率と

しては 99.00％を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
介護給付費交付金 

地域支援事業支援交付金 

（単位：円）

合計
令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

A 標準給付費見込額 2,094,522,888 685,029,204 697,774,835 711,718,849 755,689,405
B 地域支援事業費 95,814,449 31,503,055 31,966,487 32,344,907 30,812,743

C
第1号被保険者負担分相当額
※C=（A+B）×0.23

503,777,588 164,802,420 167,840,504 171,134,664 184,041,503

D 調整交付金相当額 108,041,261 35,339,626 35,995,192 36,706,442 38,872,853
E 調整交付金見込額 148,502,000 48,062,000 47,730,000 52,710,000 55,744,000
F 財政安定化基金拠出金見込額 0 0
G 財政安定化基金償還金 0 0
H 準備基金取崩額 14,000,000 0
I 審査支払手数料差引額 0 0 0 0 0
J 市町村特別給付費等 0 0 0 0 0

K
市町村相互財政安定化事業負
担額

0 0

L
保険者機能強化推進交付金等
の交付見込額

0 0

M
保険料収納必要額
※M=C+D-E+F+G-H+I+J+K-L

449,316,848 167,170,355

※年間累計金額

保険料収納必要額
令和７年
（2025）

第8期



55 

（４）保険料の段階設定 

第８期の保険料段階設定については、法令改正による標準的な段階設定を踏まえ、第７・８・

９段階の合計所得金額の区分を見直します。また、第 14・15段階を新たに設け、第 11段階

以降の基準額に対する割合を見直します。 

 

保険料段階 課税区分等 
基準額に 

対する割合 

第１段階 

本
人
が
住
民
税
非
課
税 

世
帯
非
課
税 

・生活保護、老齢福祉年金受給者 
・本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が

80万円以下 
0.50 

第２段階 
・本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が

80万円超120万円以下 
0.65 

第３段階 ・本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が
120万円超 

0.75 

第４段階 世
帯
課
税 

・本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が
80万円以下 

0.95 

第５段階 ・本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が
80万円超 

1.00 

第６段階 

本
人
が
住
民
税
課
税 

・本人の合計所得金額が120万円未満 1.25 

第７段階 ・本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.40 

第８段階 ・本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.60 

第９段階 ・本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満 1.80 

第10段階 ・本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満 2.00 

第11段階 ・本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満 2.20 

第12段階 ・本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満 2.40 

第13段階 ・本人の合計所得金額が700万円以上900万円未満 2.60 

第14段階 ・本人の合計所得金額が900万円以上1,100万円未満 2.80 

第15段階 ・本人の合計所得金額が1,100万円以上 3.00 

※第１段階から第５段階の合計所得金額には、年金所得は含まれない。 

※実際の保険料徴収にあたっては、公費による軽減措置により第１段階の料率を 0.3、第２段

階を 0.5、第３段階を 0.7とすることが予定されている。 
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前述の区分を踏まえた、所得段階別被保険者数については、次のように見込んでいます。 

 

（単位：人）       

所得段階 
令和３年 

（2021） 

令和４年 

（2022） 

令和５年 

（2023） 

第 1 段階 382 384 382 

第 2 段階 214 215 214 

第 3 段階 176 177 176 

第 4 段階 192 193 192 

第 5 段階 246 248 247 

第 6 段階 254 255 254 

第 7 段階 179 179 179 

第 8 段階 67 67 67 

第 9 段階 18 18 18 

第 10 段階 11 11 11 

第 11 段階 3 3 3 

第 12 段階 3 3 3 

第 13 段階 5 5 5 

第 14 段階 2 2 2 

第 15 段階 5 5 5 

第１号被保険者数 計 
1,757 1,765 1,758 

5,280 
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（５）所得段階別介護保険料 

第８期における第１号被保険者の保険料基準月額は、7,600円となります。なお、所得段階

ごとの保険料は下表の通りです。 

（単位：円）  

保険料

段階 
課税区分等 

基準額に 

対する割合 

保険料 

月額 年額 

第１

段階 

本
人
が
住
民
税
非
課
税 

世
帯
非
課
税 

・生活保護、老齢福祉年金受給者 
・本人の課税年金収入額及び合計所

得金額の合計が80万円以下 

0.50 

（0.3） 

3,800 

（2,280） 

45,600 

（27,360） 

第２

段階 

・本人の課税年金収入額及び合計所
得金額の合計が80万円超120万円
以下 

0.65 

（0.5） 

4,940 

（3,800） 

59,280 

（45,600） 

第３

段階 
・本人の課税年金収入額及び合計所

得金額の合計が120万円超 
0.75 

（0.7） 

5,700 

（5,320） 

68,400 

（63,840） 

第４

段階 
世
帯
課
税 

・本人の課税年金収入額及び合計所
得金額の合計が80万円以下 

0.95 7,220 86,640 

第５

段階 
・本人の課税年金収入額及び合計所

得金額の合計が80万円超 
1.00 7,600 91,200 

第６

段階 

本
人
が
住
民
税
課
税 

・本人の合計所得金額が120万円未
満 

1.25 9,500 114,000 

第７

段階 
・本人の合計所得金額が120万円以

上210万円未満 
1.40 10,640 127,680 

第８

段階 
・本人の合計所得金額が210万円以

上320万円未満 
1.60 12,160 145,920 

第９

段階 
・本人の合計所得金額が320万円以

上400万円未満 
1.80 13,680 164,160 

第10

段階 
・本人の合計所得金額が400万円以

上500万円未満 
2.00 15,200 182,400 

第11

段階 
・本人の合計所得金額が500万円以

上600万円未満 
2.20 16,720 200,640 

第12

段階 
・本人の合計所得金額が600万円以

上700万円未満 
2.40 18,240 218,880 

第13

段階 
・本人の合計所得金額が700万円以

上900万円未満 
2.60 19,760 237,120 

第14

段階 
・本人の合計所得金額が900万円以

上1100万円未満 
2.80 21,280 255,360 

第15

段階 
・本人の合計所得金額が1,100万円

以上 
3.00 22,800 273,600 

※第１段階から第５段階の合計所得金額には、年金所得は含まれない。 
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第６章 計画の推進 
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１ 関係機関との連携 

本計画の目標の実現に向け、京都府・近隣市町村及び関係機関との連携により、介護・医療・

福祉の施策を一体的に進め、施策の総合的・効果的な実施に努めます。また、連携の際のデー

タの利活用については、個人情報の取り扱いへの配慮を行いつつ、利用促進を図ります。 

本計画の円滑な推進に向け、福祉課をはじめ、企画・総務・交通部局等の町内のその他関係

部署、関係団体等との連携を密にし、施策・事業の実施に努めます。 

 

２ 計画の評価・検討 

計画内容を着実に実行するために、計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、

関係各課を含めて本計画の進捗状況を各年度点検・評価するとともに、高齢者福祉を巡る状況

の変化を加味し、より適正な進捗が図られるように施策・事業の見直し、調整を行います。 

なお、和束町健康福祉計画審議会において、計画の進捗状況等を踏まえ、介護保険事業運営

上の諸問題について協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜本計画における PDCA サイクル＞ 

①計画の策定・改定 

②施策・取組の着実な実施 

③実施した施策・取組の進捗状況・効果の検証 

④計画の継続的な改善 

Do
（実施）

Check
（評価）

ＰＤＣＡ
サイクル

Ａction
（改善）

Plan
（計画）
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資料編 
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和束町健康福祉計画審議会設置条例 

和束町健康福祉計画審議会設置条例 

平成 14年 9月 20日条例第 22号 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、住民が自ら健康寿命の延伸を図り、互いに支え会い、可能な限り自立した暮

らしを安心してできるよう、和束町における総合的で一体的な健康福祉施策の計画を推進するた

め、和束町健康福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2条 審議会は、町長の諮問に応じ和束町健康福祉計画の策定等に関する事項について、調査及

び審議をおこない町長に答申する。 

 

(定義) 

第 3条 この条例において「健康福祉計画」とは、和束町における次の計画をいう。 

(1) 和束町高齢者保健福祉計画 

(2) 和束町介護保険事業計画 

(3) 和束町障害者福祉計画 

(4) 和束町児童福祉計画 

(5) 和束町健康づくり計画 

(6) その他町長が必要と認める事項 

 

(組織) 

第 4条 審議会は、次の委員を以って組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又

は任命する。 

(1)  町民関係団体の代表者 

(2) 関係行政機関の代表者 

(3) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者 

 

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

(会長及び副会長) 

第 5条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行す

る。 
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(会議) 

第 6条 審議会の会議は、会長が招集し会長が会議の議長となる。ただし、委員の任命後の最初の

会議は、町長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

 

(専門部会) 

第 7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができ

る。 

2 部会に属する委員は会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつてあてる。 

 

(庶務) 

第 8条 審議会の庶務は、和束町高齢者保健福祉計画を所管する課において処理する。 

 

(委任) 

第 9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 (略) 
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和束町健康福祉計画審議会委員名簿 

令和３年３月 31日現在 

（敬称略） 

  氏名 所属等 

1 〇 姫野 忠之 和束町社会福祉協議会長 

2  荒木 寿美子 和束町民生児童委員協議会長 

3  西田 誠志 和束町老人クラブ連合会長 

4  岡田 勇 和束町身体障害者協議会長 

5  井上 勝司 和束町商工会長 

6 ◎ 柳澤 衛 相楽医師会 和束町班長 

7  林 俊宏 はやし歯科医院 

8  金沢 享美 京都府山城南保健所企画調整課長 

9  福永 眞三 相楽中部消防署和束出張所長 

10  西本 吉生 相楽東部広域連合教育委員会教育長 

11  中川 隆夫 相楽東部広域連合社会教育委員会議長 

12  竹花 真治 和束小学校長 

13  岡田 善行 和束中学校長 

14  飯田 妙子 人権擁護委員 

15  稲塚 功 特別養護老人ホーム「わらく」施設長 

16  桐山 藤重郎 和束町国民健康保険診療所長 

（◎：会長 ○：副会長 背景色：専門部会委員）  
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策定経緯 

 

開催（実施）時期 内容 

令和２年２月 ■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

対象：65歳以上の一般高齢者及び要支援認定者 

調査数：1,462人 

有効回収数：781人 

有効回収率：53.4％ 

■在宅介護実態調査 

対象：在宅の要介護認定者 

調査数：191人 

有効回収数：78人 

有効回収率：40.8％ 

令和２年 10月 令和２年度 第１回和束町健康福祉計画審議会 

 ●審議会会長・副会長の選出について 

●計画の概要について 

●今後のスケジュールについて 

●地域の概況について 

令和２年 12月 令和２年度 第２回和束町健康福祉計画審議会（高齢福祉部会） 

 ●諮問 

●計画素案について 

令和３年２月 令和２年度 第３回和束町健康福祉計画審議会（高齢福祉部会） 

 ●サービス見込量と介護保険料の設定について 

 ●パブリックコメントの実施について 

令和３年２月５日～ 

２月 19日 

パブリックコメント実施 

意見提出：２件 

令和３年３月 令和２年度 第４回和束町健康福祉計画審議会 

 ●高齢福祉部会議報告 

 ●答申 
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